
   

 

 

令和 5 年 7 月 6 日 令和 5 年度第 2 回開催内容  

平素は奈良市の教育・保育行政にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。 

令和 5 年７月６日、西大寺北幼稚園の民間移管に向けて、西大寺北幼稚園 PTA（代表者）、社会福祉

法人郡山双葉会（以下「法人」とする）、奈良市による、第２回三者協議会を開催しましたので、保護者

の皆様にご報告いたします。 

 今後も民間移管に向けて三者協議会を開催し、その都度保護者の皆様には開催報告の配布等により情

報提供させていただきます。 

            

     

 

◆三者協議会とは・・・ 

民間移管に向けて、実費徴収金額等の移管後の園運営に関する諸事項

について、在園児保護者代表・移管先法人・奈良市の三者から構成され

る三者協議会での協議を行い、保護者に対して十分な説明を行った上で

導入するという取組です。 

移管後については三者での協議が必要な事項が発生した場合に三者

の内いずれかの申出があれば開催できることとしています。 

 

 

 

第２回三者協議会では、第１回三者協議会実施後保護者アンケートの回答説明及び令和 6 年４月に 

幼保連携型認定こども園へ移行することによる、移管後の運営内容等について法人から提案がありま 

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西大寺北幼稚園の民間移管に向けた三者協議会開催

報告 

 

 

１．三者協議会について 

２．第２回 三者協議会の開催内容について 

 

① 第１回三者協議会実施後保護者アンケートについて 

② 第２回三者協議会資料について 

③ 質疑応答 

※別添の配布資料を用いて、口頭での補足・質問があった項目については以下のとおりです。 

 

当日の議事内容の概要 

移管先

法人 
奈良市 

 令和 5年 7月 12 日 

奈良市子ども政策課 

西大寺北幼稚園 PTA 

社会福祉法人郡山双葉会   

保護者 



① 第１回三者協議会実施後保護者アンケートについて 

※別添の配布資料を用いて、口頭での補足・質問があった項目については以下のとおりです。 

◆回答番号１ 昼寝について 

<PTA より質問> 

Q クラス毎若しくは全員で 1 部屋で就寝等、昼寝をするお部屋はどうされる予定ですか。 

<法人より回答> 

A 法人の運営する他の園でもクラス毎、ホールでまとまって就寝する等、園によって対応が異なり

ます。西大寺北幼稚園の内容については、現在検討中です。 

  

◆回答番号２ 保育参観について 

<法人より説明> 

現在の西大寺北幼稚園は毎月保育参観があると伺っています。 

今後、こども園化により、多様な就労形態のご家庭が在園することになります。 

預かり時間の延長により、お仕事をされる方の比率も上がる可能性もあるので、保護者の皆様のニー

ズを考慮し年度毎に回数を検討させていただきたいと考えています。 

 

<PTA より質問> 

Q 参観をＺＯＯＭ（オンライン会議システム）等で見せていただくことは可能ですか？ 

 オンラインなら出席できなくても、仕事の合間に参観を見ることが出来るかなと思います。 

<法人より回答> 

A 現時点では技術的に可能でありますが、ネット環境上対応が難しい可能性もあります。 

今後、保護者からのオンライン参観希望のご意見を基に対応を検討していけると思います。 

 

 

◆回答番号３◆回答番号４ 登園時について 

<法人より説明> 

登園時間の管理は ICT システムのコドモンを利用します。 

登降園時は、各ご家庭にお配りする QR コードを機械にかざしていただき、登降園時間を記録しま

す。 

※コドモンの詳細は第２回三者協議会資料 よくある質問について Q＆A をご覧ください。 

 

◆回答番号７ 自転車のマナーについて 

<PTA より説明> 

自転車で歩道を通行する際は自転車から降りて歩きスピードも出さないように、また園の前の歩道

が狭いためすれ違う歩行者の方に迷惑が掛からないように入園時に PTA から保護者の皆様にルー

ルを伝えています。 

 



 

◆回答番号８ 昼寝用リース布団について 

<法人より説明> 

ご家庭でご用意いただくシーツの形状はまた詳しくお伝えします。 

※コットベッドの詳細は第２回三者協議会資料 よくある質問について Q＆A をご覧ください 

 

<ＰＴＡより質問> 

Q 在園児の一時預かりの際、コットベット利用ではなくお布団を持ち込んでも良いですか。 

※参考 昼寝用リースふとん＜コットベット、（夏）タオルケット（冬）毛布 150 円/日額＞  

<法人より回答> 

A 衛生面、安全面より利用者には全員コットベットの使用をお願いしています。 

  

◆回答番号１２ 一時預かりの先生について 

<ＰＴＡより質問> 

Q 現在きたっこ（一時預かり保育事業）には幼稚園とは別の先生が 2 名入っておられますが、今後

の体制について教えて下さい。 

<法人より回答> 

A 一時預かりの職員は、新たに預かり担当の職員を確保し配置する、若しくは長時間開園のこども

園となる事で職員数も増えますので法人職員を配置する等現在検討中です。 

運営に際しては、複数の職員配置を予定しています。 

 

◆回答番号１３ プレや子育て広場について 

<PTA より質問> 

Q 子育て広場１・２・３についてですが、今来られている先生が継続して民間移管後も来てください

ますか。 

<法人より回答> 

A 今来てくださっている先生が移管後も継続希望してくださっていますので、その予定です。 

 

◆その他 入園前準備について 

<PTA より質問> 

Q 入園までにお箸の扱いについて練習したほうが良いですか。 

<法人より回答> 

A 個々のペースに合わせて給食の活動を通しながら練習をしていきたいと考えています。 

入園前に練習は必要ありません。 

 

 

 

 



＜PTA より質問＞ 

Q オムツは入園前に外れていないといけませんか。何歳までに外しましょう等、目安はありますか。 

＜法人より回答＞ 

A 入園前にオムツが外れていないといけないということはありません。 

西大寺北幼稚園と同様、個々の園児の状況をみてトイレトレーニングを行っていきます。 

ただし奈良市と同様、衛生上の観点からプールはオムツが外れていないと入っていただくことがで

きません。夏場のプールを目標にトレーニングをしていきたいと考えています。 

 

② 第２回三者協議会資料について 

◆前回資料からの更新箇所について◆ 

【追加箇所 1】 

P3 保育料以外の費用負担 図表内 教材費について内容説明を追加しました。 

(新)教材費 450 円/月額については、0 歳児から、全園児を対象に徴収予定です。 

 

【追加箇所 2】 

P3 保育料以外の費用負担 図表内 給食費（1 号認定）及び 2 号認定の内容説明を追加しました。 

   

 給食費 （1 号認定）6,500 円/月額 副食費 5,000 円(おやつを含まない)主食費 1,500 円 

（2 号認定）7,500 円/月額 副食費６,000 円(おやつを含む）  主食費 1,500 円 

     

【変更点】 

◆プールについて◆ 

<法人より説明> 

第１回三者協議会に PTA よりプールはどこで行いますかとご質問を受け、その際大人数での使用が 

可能なユニット式（組み立て式）園児用プールを設置予定とご回答しました。 

先日西大寺北幼稚園のプールの清掃活動に参加させていただいた際、プールを見せていただきました 

ところ、継続して使用できることから移管後も現在のプールで活動を行いたいと考えています。 

 

③ 質疑応答 

◆給食について 

<PTA より質問> 

Q 食物アレルギーの子どもの除去食の対応を教えて下さい。 

<法人より回答> 

A 代替食材がある場合は代替食を提供します。代替食材がない場合は除去食を提供します。 

 食物アレルギーについては入園児の面接で保護者より申し出ていただく予定です。 

 



<PTA より質問> 

Q 献立配信について教えて下さい。 

<法人より回答> 

A１か月に１度、紙媒体とコドモンでお知らせする予定です。保護者の希望によってお知らせ方法を

変更することもあります。1 か月間、毎日違ったメニューを提供することを予定しています。 

 

◆預かり保育について 

<PTA より質問> 

Q 1 号認定子どもの預かり保育における夏休み期間のおやつ代について教えて下さい。 

<法人より回答> 

A 預かり料金 500 円/日額に含まれています。 

※参考 長期休業期間預かり保育実施時間：７：３０～１８：３０ 

 

<PTA より質問> 

Q 預かり保育利用時に給食ではなくお弁当を持参することは可能ですか？ 

<法人より回答> 

A お弁当の取り違えといった安全面や衛生面からも給食利用をお願いします。 

 

<PTA より質問>   

Q 預かり保育の申し込み手続きはどのようにされる予定ですか。現在は紙に記載し提出しています。 

A 月に 1 回預かり希望日を紙に記載し提出いただく予定です。 

 当日のお子様の体調等の連絡については、コドモンで入力し報告いただく予定です。 

 

<PTA より質問> 

Q 一時預かりの申し込み後の利用キャンセルルールについて教えて下さい。 

 当日急に仕事が入った等対応いただけますか？ 

<法人より回答> 

A 利用キャンセルは利用日から 3 日前までに手続きをお願いします。 

当日の利用希望に関してはご相談ください。 

一時預かり時の当日の欠席・遅刻のご連絡はコドモンだけでなく電話連絡も併せてお願いします。 

  

◆在園児の持ち物について 

<PTA より質問> 

Q お茶（水筒）は今まで通り持参しますか？ 

<法人より回答> 

A 3 歳から水筒を持参いただきます。午後からのお茶は園で準備します。 

０～２歳のお茶は、園で準備します。 

 



◆次回開催日程について 

   次回の開催については、今後の協議状況によって決定いたします。 

 

 
〔担当課〕奈良市 子ども政策課 （市役所中央棟３階） （担当）髙野・石部 

〔TEL〕０７４２－３４－４７９２ 〔FAX〕０７４２－３４－４７９８ 

〔MAIL〕kodomoseisaku@city.nara.lg.jp 

〔市立幼保施設の再編に関する市のホームページ〕 

https://www.city.nara.lg.jp/site/youho-saihen/50142.html 

mailto:kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

